
 

 

 

 

 

 

 

利用までの流れ 

①認定申請  

原則インターネットによる申請。インターネットによる申請が難しい場合

は、こども施設課窓口で申請可能。  

こども誰でも通園制度 - こども家庭庁 

 

②認定証発行  

申請内容を審査後に、認定証を発行。 

 

③初回面談申込み〈北阪保育園の場合〉  

利用前にシステム で初回面談の日程を申込み、面談後に利用日を予約。 

 

④利用日予約 

 

https://www.daretsu.cfa.go.jp/

